
東広島市長 髙 垣  德 



平成３０年 ３月 ５日
午後 １時１０分

　生活環境部　地域づくり推進課

４　日程等

公告日 　東広島市ホームページに掲載及び東広島市総務部契約課（契約担当課）で閲覧
に供する。
　閲覧場所は「６問い合わせ先（契約担当課）」に記載のとおり。

ア

イ 仕様書及び見本
等閲覧期間

手　続　き　等 期　間　・　期　日　等 場　　所　　・　　留　　意　　事　　項

　東広島市ホームページに掲載及び契約担当課で閲覧に供する。
　見本等の有無：

同等品確認期間ウ
(物品の買入れ及
び借入れに限る）

　同等品で応札する場合は、同等品規格確認票（東広島市物品調達等及び委託役
務競争契約入札心得（平成２１年東広島市告示第８３号。以下「入札心得」とい
う。）別記様式第２号（第４条関係））により発注担当課へ持参またはファック
スすること。ファックスする場合は、その旨を発注担当課へ事前に電話連絡する
こと。
　なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格
確認票の提出先は、「オ　質問書提出期間」に記載の発注担当課とする。

　質問書提出期間終了後の質問は受け付けない。
　質問書の様式は東広島市ホームページからダウンロードできる。

エ 同等品確認回答
閲覧期間

　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

オ 質問書提出期間 　質問書は、本市所定の様式（東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得
（平成２１年東広島市告示第８３号）別記様式第１号（第４条関係））により発
注担当課へ持参またはファックスすること。ファックスする場合は、その旨を発
注担当課へ事前に電話連絡すること。　

(午前 8時30分～午後 5時15分)

カ 回答書閲覧期間 　東広島市ホームページに掲載及び発注担当課で閲覧に供する。

キ 入札期間

(午前 8時30分～午後 5時15分)

入札場所
　東広島市総務部契約課（契約担当課）
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　入札書は入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。
　初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印し、使用印鑑として本
市に届け出ている印鑑を押印すること。（ただし、入札書に記載した日付以前に
作成された委任状の同封・提出がある場合を除く。）
　特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調
達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるも
のであること。

ク 開札日時 開札場所
　入札室（東広島市西条栄町８番２９号　本庁本館４階）
　開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは
、開札日の翌日以降に再度の入札（１回目）を実施するものとする。再度の入札
（１回目）は、開札の立ち会いの有無に関わらず初度の入札参加者全員が参加で
きるものとする。
　再度の入札（１回目）を実施する日時、場所等の詳細は初度の入札に参加した
者に対してファックスにより通知を行う。
　再度の入札（１回目）の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったと
きは、直ちに入札会場で再度の入札（２回目）を行う。
　再度の入札は、２回目まで行う。

５　資格要件確認資料の提出

（１）提出書類

書類の区分

ア 入札参加資格要件確認申請書

提出書類
（○印） 備考

入札参加資格要件総括表イ
誓約書ウ
配置予定技術者届出書エ
履行実績確認表オ
履行実績証明書（物品・委託役務）カ
法令等による登録等を確認するための資料キ
その他ク

様式は、東広島市ホームページからダウンロードできる。

（２）提出部数は、１部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。
（３）提出期限　
（４）提出先　　「６　問い合わせ先（契約担当課）」のとおり。
（５）その他
　入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。
　資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。
　資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。
　資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。

平成３０年 ２月１９日

平成３０年 ２月２２日～
平成３０年 ３月 ５日
平成３０年 ３月 １日～
平成３０年 ３月 ２日

　本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料（以下「資格要件確認資料」という。）の提出を求めない。

有

　東広島市西条栄町８番２９号（本庁北館１階）
　電話番号　082-420-0924／ファックス番号　082-423-0270

平成３０年 ２月 ９日～

６　問い合わせ先（契約担当課）

平成３０年 ２月 ９日

平成３０年 ２月 ９日～
平成３０年 ３月 ５日

　総務部契約課　物品役務係
　東広島市西条栄町８番２９号（本庁本館４階）　
　電話番号　　　　０８２－４２０－０９３０
　ファックス番号　０８２－４３１－００７７



平成３０～３４年度東広島市地域センター機械警備業務（その１）仕様書 

 

１ 業務名 

平成３０～３４年度東広島市地域センター機械警備業務（その１） 

 

２ 履行場所 

  東広島市平岩地域センターほか１８施設 

 

３ 履行期間 

（１）履行期間 

平成３０年４月１日から平成３５年３月３１日まで 

（地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約） 

（２）前項の規定にかかわらず、翌年度以降において、発注者の歳入歳出予算の金額につ

いて減額または削除があった場合は、この契約は変更または解除することがある。 

 

４ 業務対象施設の名称 

 施設名称 位置 構造 延床面積 

1 東広島市平岩地域センター 東広島市西条町寺家 520－12 RC1F 508 ㎡ 

2 東広島市寺西地域センター 東広島市西条町寺家 3166－1 RC1F 959 ㎡ 

3 東広島市郷田地域センター 東広島市西条町郷曽 1130－5 RC1F 1,012 ㎡ 

4 東広島市御薗宇地域センター 東広島市西条町御薗宇 7200 RC1F 508 ㎡ 

5 東広島市板城地域センター 東広島市西条町馬木 565－1 RC1F 507 ㎡ 

6 東広島市三永地域センター 東広島市西条町下三永 10927－2 RC1F 508 ㎡ 

7 東広島市東西条地域センター 東広島市西条土与丸二丁目 3－4 S1F 797 ㎡ 

8 東広島市川上地域センター 東広島市八本松飯田八丁目 19－49 RC1F 800 ㎡ 

9 東広島市原地域センター 東広島市八本松町原 3561 RC1F 1,207 ㎡ 

10 東広島市吉川地域センター 東広島市八本松町吉川 435－1 RC1F 626 ㎡ 

11 東広島市東志和地域センター 東広島市志和町志和東 3887－1 RC1F 507 ㎡ 

12 東広島市志和堀地域センター 東広島市志和町志和堀 857 RC1F 507 ㎡ 

13 東広島市高屋東地域センター 東広島市高屋町白市 550 RC2F 536 ㎡ 

14 東広島市小谷地域センター 東広島市高屋町小谷 5560 RC1F 452 ㎡ 

15 東広島市造賀地域センター 東広島市高屋町造賀 3638－1 RC1F 530 ㎡ 

16 東広島市高美が丘地域センター 東広島市高屋高美が丘四丁目 34－2 S1F 859 ㎡ 

17 東広島市入野地域センター 東広島市河内町入野 2650－3 RC2F 875 ㎡ 

18 東広島市木谷地域センター 東広島市安芸津町木谷 4127－2 RC2F 456 ㎡ 

19 東広島市風早地域センター 東広島市安芸津町風早 1214－1 RC2F 473 ㎡ 

 

５ 業務内容 

 東広島市地域センターにおいて、警備業務用機械装置を使用して行う警備業務を実



施する。（別紙対象施設図面参照。特に記さない限り、建物内の全施設が警備対象であ

る。） 

 

６ 業務目的 

警備対象施設において起こり得る火災・破壊・不正・不良行為等のあらゆるリスク

を分析し、事故等の発生を警戒、予防するための適正な警備計画を立案し、それに基

づき警備を行うことにより、身体、生命、財産を保護するとともに、施設業務の円滑

な運営の維持に資することを目的とする。 

 

７ 業務仕様 

（１）本仕様書に定めがない事項は、添付の東広島市機械警備業務共通標準事項（以下、

「標準事項」という。）による。 

（２）本仕様書及び標準事項に定めがない事項は、施設管理担当者と協議するものとする。

受注者は業務に支障をきたさないよう、業務に関する事項について前任の受注者から十

分引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支  

障をきたさないよう、業務に関する事項について後任の受注へ十分に引き継ぎをするこ

と。 

（３）著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている作業方法等の使用に関して

は、その費用負担及び仕様交渉の一切を受注者において行うものとする。 

 

８ 業務詳細 

（１）警備業務用機械装置 

  警備業務用機械装置の機能は、次による（○印のあるもの）。なお、機能適用及び警戒

範囲等は特記事項による。また、業務期間終了後は、原則として警備業務用機械装置を

撤去する。 

装置概要 本業務該当 備 考 

①建物外周部のドア、ガラス等の破損及び開閉を感知する機能 ○ ② で 補 え

な い 箇 所

のみ 

②施設内へ侵入者を感知し、表示する機能 ○  

③火災発生を感知する機能 ○  

④ガス漏れを感知する機能   

⑤金庫盗難を感知する機能   

⑥機械装置及びセンサーの破壊、配線の切断等の異常を監視する機能 ○  

⑦非常通報押しボタンにより非常信号を感知する機能   

⑧施設内各種設備警報盤と結線し異常を種類別に監視する機能   

⑨警備の開始、解除の操作を行う機能 ○  

⑩基地局に異常等の信号を送信する機能 ○  

⑪一般公衆回線の断線を監視する機能   

⑫一般公衆回線が使用中の場合、強制切断して警報信号を送信する機能   



（２）警備員 

本業務に従事ずる警備員は、警備業法（昭和 47年法律第 117号）第１４条に定める警

備員の制限に該当しないこと。 

（３）警備計画書等 

警備業務の実施に当たり、警備計画書及び警備業務用機械装置の配置平面図を作成し、

施設管理担当者へ提出するものとする。 

（４）業務の報告 

機械警備中においては異常が発生した場合は警備報告書を作成し、あらかじめ指定さ

れた方法により報告するものとする。 

（５）服装等 

① 警備員の服装及び装備品は、原則として受注者の定めるものとする。ただし、護

身用具を携帯する場合には、施設管理担当者と協議する。 

② 制服については、次の事項を満たしていること。 

ア 色彩が警察官等の服装の色彩と明らかに異なること。 

イ 形式が詰襟である等警察官等の制服の形式と明らかに異なること。 

ウ 警備業者の名称を表示した標章(60平方cm以上)を上位の胸部及び上腕部に付け

ること。  

（６）鍵の取り扱い 

預託された施設の鍵の取扱いは、警備計画書によるほか、次による。 

① 厳重に保管する。 

② 複製しない。 

③ 業務期間終了時に返却する。 

④ 鍵の使用及び貸出は、指定された方法により管理する。 

（７）業務引継 

受注者は、施設の管理運営が遅滞なく円滑に遂行されるよう努めなければならない。 

このため、受注者は、発注者及び前回受注者から業務内容について、十分な引継を受

けるものとし、また、次回業務受注者に対し、十分な引継を行うものとする。 

（８）警備責任時間帯 

  警備責任時間帯は、原則として防犯開始(セット時)した時点より、防犯設備のセット

が解除された時点までとする。 

（９）業務内容 

基地局において、異常を感知した場合は、警備員が施設へ急行し、次の措置を行う。 

施設の外部及び内部を点検し、異常の有無を確認する。なお、必要に応じ次の業務を

行う。 

① 現場に応じた緊急措置 

ア 火災を確認した場合の初期消火作業、避難誘導 

イ 現場保存の対応業務 

ウ 現地で警備員が業務上の契約にないが、状況の判断から緊急避難的に行う業務 

エ その他、緊急措置として必要な事項  



② 施設管理担当者への連絡 

③ 基地局への連絡 

④ 警察、消防署等への連絡 

（１０）書面の交付 

受注者は、警備業法施行規則（昭和 58 年総理府令第 1 号）第 33 条第 1 項第５号に定

める事項について記載した書面を提出するものとする。ただし、それぞれの事項は１つ

の書面であることを要せず、契約書、警備計画書、パンフレット等複数の書面でもよい。 

（１１）警備機械等の設置（レンタル方式）及び撤去 

受注者は、契約締結後警備開始前までに受注者の負担により警備機械等の設置を行う

ものとする。また、契約期間終了後は受注者の負担により当該警備機械等の撤去を行う

ものとする。 

  ①警報装置は警備区域内で発生した異常事態を受注者の監視センターへ電話回線等に

より自動的に通報する機能を有するものとする。 

  ②警報装置には熱感知器及びフラッシュライトを組み込むものとする。 

  ③警報装置は自動火災報知機と連結するものとする。 

  ④警報装置の設置場所は、別紙図面を参照し、必要数を取り付けるものとする。なお、

設置場所に問題がある場合は、発注者・受注者で協議し、変更することができるも

のとする。 

 

９ その他 

（１）受注者の責めに帰すべき事由により警備責任時間帯に機械による警備ができなくな

ったときは、代替警備員の配置等機械による警備と同等又は同等以上の警備体制を受注

者の負担により講ずるものとする。 

（２）部分払い 

①本委託は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。 

履行区分 支払金額 支払種別 

平成３０年４月から 

平成３５年２月までの各月履行分 

円 部分払 

平成３５年３月履行分 円 完了払 

②部分払金を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていなければな

らない。 

③部分払の額は、契約金額を６０で除した額（当該額に円単位未満の端数がある場合は、

その端数を切り捨てた額）とし、完了払いはその残額とする。 

 

１０ 特記事項 

（１）警備区域は施設建物内全般とする。（屋外倉庫は対象外） 

（２）警備担当時間中は、警報受信装置を絶え間なく監視するとともに常に警備員と連絡

を保ち、警備の万全を図るものとする。また、警備員は当施設に２５分（入野、木谷

及び風早の各地域センターにあっては３０分）以内に到着できる距離に常駐している



こと。 

（３）警報装置は受注者が所有し、その維持管理も受注者の負担において行うものとする。 

（４）受注者は契約期間の終了により警報装置を撤去する必要が生じた場合は、受注者の

負担で速やかにこれを撤去するものとする。なお、撤去に伴う施設の損傷については、

その原因が受注者の重大な過失によるものと認められる場合を除き、受注者はその損

傷を修復する義務を負わないものとする。 

（５）発注者は、緊急連絡網など緊急時に係る対応策を作成し、受注者に提出すること。 

（６）受注者は、警備機器設置状況のわかる完成図面を発注者に提出すること。 

（７）受注者は警備結果について警備日誌を作成し、1 ヶ月毎に地域づくり推進課に提出す

ること。 

（８）その他この仕様書に定めのない事項について必要がある場合は、発注者・受注者両

者で協議のうえ定めるものとする。 

（９）消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の改

正による改正後の消費税率及び地方消費税率が適用されることとなる業務履行分につ

いては、その相当額分について契約締結後の適当な時期に協議により契約金額の変更

を行う。 
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木谷地域センター 
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